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野田市手話言語条例（案）に対する意見募集の結果について 

 

 

 パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり

です。 

 

１ 政策等の題名 

  野田市手話言語条例（案） 

 

２ 意見の募集期間 

   令和元年１２月４日（水曜日）から令和２年１月８日（水曜日）まで 

 

３ 意見の募集結果 

①提出者数・意見数       １６人 １８件 

②提出方法      直接持参 １２人 １４件 

           郵送    １人  １件 

           ＦＡＸ   ０人  ０件 

           Ｅメール  ３人  ３件 

③政策等に反映した意見          １件 

 

４ 意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

１ （施策の策定及び推進） 

第６条 

スーパーでもレジが機械にな

ってきている。 

やり方を教わるのも困難です。 

手話が通じるととても助かり

ます。 

手話を覚えてほしいです。 

条例は賛成です。 

頂いたご意見や障がい者関係

団体等のご意見も頂きながら、多

くの方が手話を学ぶことができ

る場や手話による意思疎通を行

うことができる環境を整えられ

るよう施策を進めてまいります。 

修正無し 

２ （施策の策定及び推進） 

第６条 

手話言語条例は賛成です。 

ろうあ者と話すときにマスク

をしています。 

私たちは、口元を見て読み取っ

ています。 

見えないと困ります。 

ろうあ者を理解して手話も覚

えてほしい。 

頂いたご意見や障がい者関係

団体等のご意見も頂きながら、手

話に対する理解の促進を図る施

策の中で、手話を言語として日常

生活を営んでいる方の特性に対

する理解も深めてまいります。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

３ 私は手話通訳の仕事に携わる

者として、野田市が積極的に手話

言語条例立ち上げに動いて下さ

っていることに対し、大変有り難

いことと思っております。 

ただ、今までの経過を知る立場

から申し上げると聴覚障がいの

方々この条例を今ひとつ把握し

切れていない。 

会場の場では、うなずきはある

ものの、個々になると「難しい。

わからない」がほとんどである。 

聴覚障害者協会が全会員を巻

き込んでいない。 

条例そのものや、実行委員会開

催、またそこへの参加を促す連絡

も一部の人にしか届かず、大切な

条例にもかかわらず知らない人

もいる。 

これが実情です。このままです

と、せっかくの手話言語条例も

「無意味なものになるのでは」と

心配です。 

私の解釈が間違いでなければ、

ここに示された（案）は、骨子で

あろうと思われます。条例施行

後、より具体的な施策が示される

こと思いますが、その策定の際に

は、どうか、要望を聞いて第三者

がそれを具体化するのではなく、

聴覚障がいの方々が「自分達の条

例なんだ。主体で動くのは自分

達」ということに気づけるよう、

促しやご指導を戴きたいと思い

ます。自ら活動することによって

得られるであろう達成感が、更に

その先の活動につながっていけ

ば、野田市の手話言語条例は、本

条例制定後にどのような施策

を進めていくかが非常に重要で

あると認識しています。また、施

策の推進に当たっては、手話通訳

者を始め手話を必要とする当事

者の協力や思いが重要と考えて

おり、皆様が自ら活動できる環境

を整えられるよう進めてまいり

ます。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

当の意味を成したことになるの

ではないでしょうか。 

４ （施策の策定及び推進） 

第６条 

 手話言語条例賛成 

落とし物（スマートフォン）を

した時、届けるのに手話で話せな

いのでとても困る。 

皆さんが手話ができると急ぎ

の時でもすぐに伝えられるので

助かる。 

頂いたご意見や障がい者関係

団体等のご意見も頂きながら、多

くの方が手話による意思疎通を

行うことができる環境を整えら

れるよう施策を進めてまいりま

す。 

修正無し 

５ （施策の策定及び推進） 

第６条 

手話言語条例は賛成です。 

市役所の中で各課にもかんた

んな手話のコミュニケーション

ができるようになってほしい。 

（２）警察署、消防署（救急）は、

万一事故を起こす時のコミュニ

ケーションができないので手話

教室（講習会）を開き手話を広め

たい。（介護関係、病院、学校、

会社、自治会など） 

（３）災害時の避難所での情報提

供（水、弁当、毛布配布など） 

耳がきこえないので身近な人が

手話で教えて上げれば助かる。 

頂いたご意見や障がい者関係

団体等のご意見も頂きながら、市

役所はもとより、多くの方が手話

による意思疎通を行うことがで

きる環境を整えられるよう施策

を進めてまいります。 

修正無し 

６ （施策の策定及び推進） 

第６条 

関宿に住んでいるろう者が情

報を得やすい様に本庁の設置通

訳者とタブレット意思疎通でき

る様にしてほしい。 

頂いたご意見や障がい者関係

団体等のご意見も頂きながら、手

話による情報を得やすい環境の

整備に取り組んでまいります。 

修正無し 

７ 私は手話言語条例のことは賛

成です。 

私は耳が不自由なのでどこで

も通じない。 

だから、例えばスーパー、病院、

頂いたご意見や障がい者関係

団体等のご意見も頂きながら、日

常生活において多くの方が手話

による意思疎通を行うことがで

きる環境を整えられるよう施策

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

歯科医、コンビニ、ホームセンタ

ー、電気屋、お店、など問合せに

手話の出来る人が来てほしいの

です。よろしくお願いします。 

を進めてまいります。 

８ （施策の策定及び推進） 

第６条 

手話普及啓発物資の（学校用、

一般市民用及び事業所用）配布の

件 

手話を学ぶ上での資料（物資）

以上に聴障者を支える（人材）ボ

ランティア活動を推進、維持でき

る環境を整えてほしい。技術習得

以上に人と人との交流が大事な

のです。「人」が宝！手話の普及

には「物」より人。 

条例制定後の施策について、参

考資料の想定される事業は、一例

として記載したものです。手話の

普及促進については、手話を必要

とする方と今まで必要としない

方が交流する機会が重要である

と考えています。地域に密着した

交流の機会を通して手話の普及

促進を図ってまいります。 

修正無し 

９ （施策の策定及び推進） 

第６条 

今は手話奉仕員養成の為の講

座が段階的に開催されています

が、資格をめざす人達の場の他に

も広く「今よりさらに上の技術

（手話表現力）等を身につけ、学

べる様、サークル会員内の指導の

他に専門家からの指導が受けら

れる機会があると良い。 

手話奉仕員養成講座は、障害者

の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律の地域

生活支援事業の一事業として実

施しており、今後も開催を継続し

てまいります。そのほか、手話に

よる意思疎通ができる方を増や

す取組を実施してまいります。 

修正無し 

10 （施策の策定及び推進） 

（１）手話に対する理解及び手話

の普及の促進を図るための施策 

⇒手話普及啓発物資（学校用、一

般市民用及び事業所用）の配布 

 聴覚障害者のこれまでの大変

な苦労の歴史を理解してもらう

為に「段また段を成して」、「ゆず

り葉」を市民に無料で上映してほ

しい。 

 

（４）聴覚障害者が特に手話によ

条例制定後の施策について、参

考資料の想定される事業は、一例

として記載しているものです。例

示した事業のほかにも頂いたご

意見や障がい者関係団体等のご

意見も頂きながら進めてまいり

ます。 

また、手話奉仕員養成講座の受

講に関しては、各施設への受講を

促進するための協力を依頼して

いくほか、講座の実施時間帯等に

ついて検討し、受講しやすい環境

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

る意思疎通を必要としている施

設、例えば市役所、病院、スーパ

ーマーケット、保健センター、銀

行、郵便局、警察署、消防署、ハ

ローワーク、駅、介護施設、医院、

保健所、ホテル、旅行会社、ホー

ムセンター、コンビニその他いろ

いろあります。 

 各事業所として各１名ずつ「手

話奉仕員養成講座」を就業時間中

に受講してもらう。若い人に手話

を覚えてもらう必要がある。 

づくりを検討してまいります。 

11 ろう者、難聴者、中途失聴者に

対する社会参加の促進、市民等が

（事業者を含む）ろう者等への理

解と実践の根幹となる理念を唱

えた「野田市手話言語条例（案）」

は、当然、制定・施行され次の具

体的行動に移行することを期待

します。 

理念条例の性格を有するとは

いえ、他市の条例では「災害対応」

等の踏み込んだ内容も見受けら

れるので、意識の高揚が冷めない

うちに、普及・促進のための責

務・努力義務などを明記出来るよ

う関係機関との調整・協議を期待

します。 

現在、健常者である市民の皆さ

んも、障がい者の予備軍だと思い

ます。事故に遭遇、加齢・高齢に

よる機能の低下による身体不自

由、補装具の着用など、こうした

ことから聴覚障がい他人事でな

い意識が醸成されることを望ん

でいます。 

市当局では、大変な尽力で障が

い者に対する諸施策を推進して

災害対応について、第６条（施

策の策定及び推進）に「災害時に

おける手話による情報を得やす

い環境を整備する施策」を加え修

正します。条例制定後の具体的な

施策については、頂いたご意見や

障がい者関係団体等のご意見を

取り入れながら進めてまいりま

す。 

修正有り 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

いると感謝していますが、どう

ぞ、この条例は理念条例のため独

自性は出しにくいと思いますが、

個別・具体的な行動計画策定に当

たっては、野田市の特色を大いに

出してください。バリアフリー対

策を超えたユニバーサル・デザイ

ンの野田市を楽しみにしていま

す。 

12 「障害者基本法」の改正で３条

３項の条文中「言語」にカッコ付

で「手話を含む」となったことを

きっかけに本件条例制定とのこ

とであるが、同条文中では「言語

（手話を含む。）その他の意思疎

通のための手段についての選択

の機会が確保されるとともに、情

報の取得又は利用のための手段

についての選択の機会の拡大が

図られること」としているのであ

って、ことさら手話に特化した本

件条例の制定には合理的な理由

は見えない。むしろ本件条例が現

状のまま制定されれば、手話以外

その他の意志疎通のための手段

について市の施策上軽視される

ことにつながる恐れがあるので

はないか。 

千葉県においては「千葉県手話

言語等の普及の促進に関する条

例」と条例名を定め、同条例の2

条（定義）においても手話等の意

味について「手話、要約筆記、触

手話、指点字、筆談その他の聴覚

障害者が日常生活又は社会生活

を営む上で使用する意思疎通の

ための手段をいう」とし、手話に

限定した条令としていない。 

市では、当初から手話を言語と

して位置付けることを目的とし

た「手話言語条例」と「言語を利

用した要約筆記、筆談、点字など

の意思疎通手段の利用促進を図

ること」を目的とした「（仮称）

障がいのある人とない人との円

滑な意思疎通を推進する条例」の

２つの条例制定を進めています。 

２つの条例を制定することに

ついては、障がい者団体から意見

を伺った上で、令和元年８月２８

日に野田市障がい者基本計画推

進協議会に諮問しております。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

千葉県の同条例のように手話

言語等条例として手話以外の意

志疎通手段を網羅した条令とす

べきではないか。 

仮に手話に限定した条令制定

に合理的な理由があればそれを

説明する必要があるのではない

か。 

13 介護や医療の現場での手話が

できる人は、とても必要です。実

際、手話を学びたい人もいます。

しかし、仕事が忙しくてなかなか

手話奉仕員養成講座を受講でき

ません。会社や施設等で、積極的

に受講を勧めていただけるよう

に、趣味等の講座と区別して扱っ

ていただきたい。是非、受講して

欲しい講座として行政から、企業

や施設等に働きかけていただき

たく、また、具体的な案（例えば、

就業中とする。もし、無理なら、

手話講座を受ける時は、有給や休

みをとりやすい等）を、明記して

いただきたいです。実際、受講し

たくても、仕事を休めないで受け

られない人が、かなりいます。時

間のある人が手話養成講座受講

するのではなく、必要でやる気の

ある人に多く受講していただき、

色々場所で 活躍していただき

たいです。 

また、今の通訳派遣だと、ろう

者が講座(ヘルパー等)の講座を

受ける時などは、難しいと聞きま

した。でも、そのような場所にも 

派遣していただき、ろう者の方

が、自立して仕事ができるように 

応援していただきたい。手話言語

手話奉仕員養成講座の受講に

ついて、使用者の指示により業務

に必要な学習等を行う時間は、労

働時間として扱うとされている

ことから、事業者の役割として理

解を求めると同時に、受講促進の

協力を依頼していくほか、講座の

実施時間帯等について検討し、受

講しやすい環境づくりを進めて

まいります。 

市の意思疎通支援者の派遣事

業につきましては、障害者総合支

援法に基づく地域生活支援事業

の一事業として実施しており、派

遣の対象は、「日常生活及び社会

生活を営むために必要なもの」と

しているため、派遣の対象外とな

りますが、主催者側の配慮により

実施できるよう周知してまいり

ます。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

条例の制定し、手話を言語として

認めていただける事を全力で応

援させていただきます。 

14 手話は言語である事 

聴覚障害者にとって手話は死

ぬまで必要なんです。 

手話言語条例を制定してほし

い。 

聴覚に障がいのある方にとっ

て手話の重要性を受け止め、条例

の目的に沿って、手話に関する施

策を進めてまいります。 

修正無し 

15 手話サークルに入会しており

ます。 

私自身も少し難聴があります

ので言語条例ができる事に賛成

です。 

市の職員や病院など生活に必

要な場所で手話を広めていただ

きたい 

頂いたご意見や障がい者関係

団体等のご意見も頂きながら、市

の職員や病院など生活に必要な

場所に限らず、日常的に手話によ

る意思疎通ができる環境づくり

を進めてまいります。 

修正無し 

16 手話言語条例は、聴覚障がい者

のみならず、多様な障がい者と市

民が共生できる社会の構築に大

きな力となると思います。 

特に、資料の第６条の施策案

の、「学校への出前授業」に期待

しています。児童生徒は、特別支

援学級等の障がい児と交流の機

会もあります。子供時代の「障が

い」と向き合う体験の積み重ね

は、付け焼刃ではない「共生」を

自然に身につける助けになると

思います。また、県のHPの「千葉

県教育委員会/学校における手話

等の普及について」の文章の中に

「公立幼稚園」等での理解の促進

に触れられています。学齢期以前

の子供達への普及にも期待しま

す。自閉症(発達障害)の幼児は、

医療機関などで「マカトンサイ

ン」という、手話のような動作を

教えてもらえる場合があります。

障がいに対する理解について、

頂いたご意見のとおり、障がいの

ある人との交流等を通じて、早期

に障がいに向き合う経験が必要

であると考えています。条例制定

後の施策について、参考資料の想

定される事業は、一例として記載

したものです。例示した事業のほ

かにも頂いたご意見や障がい者

関係団体等のご意見も頂きなが

ら施策を進めてまいります。 

また、令和２年度以降におい

て、「（仮称）障がいのある人とな

い人との円滑な意思疎通を推進

する条例」を制定し、いろいろな

情報伝達手段の普及啓発も図っ

てまいります。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

言葉でのコミュニケーションが

難しい場合の助けとなります。幼

稚園等で、幼い子供同士が、障が

いのある子も無い子も、覚えたて

の手話で、「おいしいね」「たのし

いね」と伝え合う様子を想像しま

す。小さな一歩でも未来につなが

る希望です。ぜひ、学校だけでな

く幼稚園等への普及も、施策の案

に加えていただければと思いま

す。多様性を認め、コミュニケー

ションを大切にする事が、条例

(案)にある、「全ての市民が地域

で支え合い、安心して暮らすこと

ができる共生社会の構築」につな

がると、この野田市手話言語条例

に期待しています。 

17 

 

条例の制定には賛成致します。 条例の目的に沿って、手話に関

する施策を進めてまいります。 

修正無し 

18 （施策の策定及び推進） 

第６条 

「手話の街を目指して」のスロ

ーガンを掲げて20年余り。手話通

訳設置事業、情報通信技術の進歩

により、聴覚障がい者の生活は改

善されてきているが、まだまだ手

話及びろう者への理解は少ない。

手話言語条例が制定され、手話の

普及、理解が広がることを願って

いる。 

手話を学習する機会として、市

役所、警察、消防、病院、企業、

自治会、学校（児童、生徒）等々、

対象者に応じたテキスト・パンフ

レット等の作製 

現行の養成事業の他に開催回

数、曜日、時間帯の工夫 

施策の想定される事業が実現

条例制定後に実施する施策に

関しては、頂いたご意見や障がい

者関係団体等のご意見も頂きな

がら進めてまいります。 

また、養成事業の実施について

は、実施時間帯等について検討

し、受講しやすい環境づくりを検

討してまいります。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

され、どこに行っても手話で通じ

る社会になるよう協力していき

たいと思っている。 
 

 


